　 



令和７年度
大牟田市動物園デジタルサイネージ
導入業務委託仕様書
 
 
 
  
 



大牟田市役所観光おもてなし課
令和８年１月 
  
1. 業務の名称 
令和７年度大牟田市動物園デジタルサイネージ導入業務委託 

1. 
2. 業務の目的 
本業務は、来園者の利便性向上や園内の回遊性向上、あるいは、動物園のファンづくりの実現に向け、デジタルサイネージシステム及び大型ディスプレイを導入するものである。 
情報発信の内容については、来園者に向けて園のイベント案内や動物福祉の取組み紹介、さらには市内観光スポットや飲食店等の情報の発信を図ることとする。

3. 契約期間 
契約締結日から令和8年３月19日（木）まで 
 
4. 稼働開始予定日
令和8年４月頃 
 
5. 設置箇所 
デジタルサイネージの設置箇所は大牟田市動物園内とする。 （別紙10ページ参照）

6. 納入品仕様 
納入機器は以下のとおりとする。 
	[bookmark: _Hlk214000721]
	名称 
	数量 
	備考 

	１
	受信端末装置STB
	６台
	ディスプレイ用 ６台 

	２
	編集・管理・配信用ソフトウェア
	一式
	クラウドサービスによるサービス提供とし、本庁舎・動物園・ともだちや絵本美術館からの操作が可能であること 

	３
	55型液晶ディスプレイ (屋外)
	2台
	ディスプレイ本体は屋外仕様であること
（10ページ中①、⑥）

	４
	55型液晶タッチディスプレイ(屋内)
	1台
	ディスプレイ本体は屋内仕様、及びタッチディスプレイであること（10ページ中②）

	５
	55型液晶ディスプレイ (屋内)
	3台
	ディスプレイ本体は屋内仕様であること
（10ページ中③、④、⑤）

	６
	ディスプレイスタンド /壁掛け
	4台
	単独設置用（10ページ中②、③、④、⑤。うち③、④、⑤はキャスター移動式とする。）

	７
	屋外設置用支柱
	２台
	（10ページ中①、⑥）


7. 業務内容等 
(1) システム構築及び導入 
デジタルサイネージシステムが稼働するために必要なハードウェア及びソフトウェアの構築、調達、搬入、設置、設定等を行うこと。 
システムの構築に当たっては、テスト環境を構築し、テストを実施すること。なお、使用するネットワーク環境（無線LAN）については、市が設置した動物園内のWi-Fi環境を使用すること。
1 機器の調達、組立及び設置 
デジタルサイネージを管理・運用するために必要となる全ての機器を調達するとともに、調達した機器の搬入、設定、設置及び動作確認等を行うこと。 
2 コンテンツ管理・配信システムの構築 
今後、継続的に委託者がデジタルサイネージを運用し、活用していくために必要なデジタルサイネージ配信システムを構築すること。 デジタルサイネージは、インターネットに接続し、外部のクラウドサーバー（コンテンツサーバー）経由で、コンテンツを取得することができること。 なお、クラウド環境については日本国内リージョンであること。 
 
(2) 職員向け操作説明及び本番運用支援 
市職員及び動物園、美術館職員がシステムの機能を理解し操作方法等を習得するために、稼働開始前にシステムを利用する職員等に対し、操作マニュアルを用いて操作研修を実施すること。研修の規模は１時間程度の研修を１回、参加人数10名程度を想定している。 
また、システム稼働開始前に動作確認と併せて、任意の情報を作成・発信できるよう操作支援を行う。 

8. 機器要件
本業務において導入するシステムで使用するデジタルサイネージ機器は、次の要件に相当する基準を満たす機器を納入するものとする。 
（1） 受信端末装置STB 
	 
	項目 
	機器仕様 

	１ 
	管理端末 
	・特定のアプリケーションをインストールすることなく管理できること。 
・インターネットへ接続可能な端末であれば、Webブラウザを用いて制限なく管理できること。 
・専用のPCが必要ないこと。 
・STBはディスプレイに内蔵されたモデルでも可とする。

	２ 
	対応コンテンツフォーマット 
	・静止画：JPG、JPEG、PNG、GIF 
・動画：MP4、FLV、AVI、WMV、MPG、MPEG、MOV 
・音声：MP3、WAV、WMA 
・他：PPT/PPTXのスライドショー、PDF 

	３ 
	LAN 
	有線LANに対応できること。また、無線LAN2.4GHｚ対応であること。 

	４ 
	表示端末 
	・横置きディスプレイ、縦置きディスプレイ、マルチディスプレイの表示装置でのコンテンツ表示が可能なこと。 
・ＨＤＭＩにより映像・画像・音声が出力できること。 


 
（2） 55型液晶ディスプレイ  (屋外)
	 
	項目 
	機器仕様 

	１
	パネル 
	液晶パネル 

	２ 
	画素数（水平×垂直） 
	1,920×1,080（2K）  

	３ 
	ピクセルピッチ 
	0.630 × 0.630 

	４ 
	最大表示色 
	1677万色 

	５ 
	視野角（左右/上下） 
	178/178 

	６ 
	輝度 
	3500 cd/m² 

	７ 
	コントラスト 
	6,000:1 

	８ 
	応答速度 
	6ms 

	9 
	稼働時間 
	24/7（24時間365日稼働） 

	10 
	本体重量 
	50kg以内 

	11 
	インターフェース 
	ＨＤＭＩによる接続が可能なこと。 

	12
	動作温度/湿度
	-30 ℃ ~ 50 ℃ / 10 % ~ 100 %

	13
	防水・防塵等級
	保護等級IP56　 国際規格IEC 60529、JIS規格JIS C 0920

	14
	耐衝撃保護等級
	IK10保護等級水準であること

	15
	電源
	AC100-240V, 50/60 Hz


 
（3） 55型液晶タッチディスプレイ(屋内)
	 
	項目 
	機器仕様 

	１
	パネル 
	液晶パネル 

	２ 
	画素数（水平×垂直） 
	3,840×2,160（4K）  

	３ 
	ピクセルピッチ 
	0.315 × 0.315 

	４ 
	最大表示色 
	1677万色 

	５ 
	視野角（左右/上下） 
	178/178 

	６ 
	輝度 
	500 cd/m² 

	７ 
	コントラスト 
	4,000:1 

	８ 
	スピーカー 
	内蔵

	9 
	稼働時間 
	24/7（24時間365日稼働） 

	10 
	本体重量 
	30kg以内 

	11 
	インターフェース 
	ＨＤＭＩによる接続が可能なこと。 

	12
	動作温度/湿度
	0℃ ~ 40 ℃ / 10 % ~ 80 %

	13
	防水・防塵
	保護等級IP5x　 国際規格IEC 60529、JIS規格JIS C 0920

	14
	タッチセンサー方式
	静電容量式タッチセンサー

	15
	電源
	AC100-240V, 50/60 Hz


 
（4） 55型液晶ディスプレイ(屋内)
	 
	項目 
	機器仕様 

	１
	パネル 
	液晶パネル 

	２ 
	画素数（水平×垂直） 
	3,840×2,160（4K）  

	３ 
	ピクセルピッチ 
	0.315 × 0.315 

	４ 
	最大表示色 
	1677万色 

	５ 
	視野角（左右/上下） 
	178/178 

	６ 
	輝度 
	500 cd/m² 

	７ 
	コントラスト 
	4,000:1 

	８ 
	スピーカー 
	内蔵

	9 
	稼働時間 
	24/7（24時間365日稼働） 

	10 
	本体重量 
	20kg以内 

	11 
	インターフェース 
	ＨＤＭＩによる接続が可能なこと。 

	12
	動作温度/湿度
	0℃ ~ 40 ℃ / 10 % ~ 80 %

	13
	防水・防塵
	保護等級IP5x　 国際規格IEC 60529、JIS規格JIS C 0920

	14
	電源
	AC100-240V, 50/60 Hz


 
（5） ディスプレイスタンド /壁掛け
	 
	項目 
	機器仕様 

	１ 
	規格 
	今回導入する機器の単独利用に対応可能なこと。 

	２ 
	ディスプレイ設置 
	縦・横どちらでも設置可能であること。（単独設置） 

	３ 
	その他 
	ディスプレイの固定に必要な部品を付属すること。 
移動できるようキャスター付きであること。 
デザインについては事前資料提示を行うこと。 


 
（6） 屋外設置用支柱 
	 
	項目 
	仕様 

	１ 
	機能要件
	使用するサイネージの設置場所に対応可能なこと。

	２ 
	その他
	支柱の建て込みに伴う土地の掘削を行う場合には、関係者と打合せのうえ、事前資料提示を行うこと。
防錆塗装をおこなうこと。


 
（7） 留意事項 
1 デジタルサイネージのシステムを正常に稼働させるために必要となる周辺機器一式（ＨＤＭＩケーブル等を含む）を納入すること。また、納入時には稼働可能な状態となるよう事前セットアップを行うこと。 
2 本業務で納入する機器の設置については、市で指定する場所に搬入すること。 
3 デジタルサイネージを構成する機器の設置・接続が全て完了したのち、問題なく稼働することを確認すること。 
4 各機器の設定の結果としてシステム全体としての動作を保証すること。 
5 キッティング作業は受託者の負担でこれを行うこと。 
6 設置場所において新たな電源配線工事が必要な場合は 、発注者と協議のうえ、決定する。
7 本業務で導入する機器は正規のメーカー保守を受けられる物品であり、新品であること。 
8 設置するデジタルサイネージの機器メーカー等保証期間は、5年間とする。この保証期間内に発注者の責めによらない機器の故障等が発生した場合、管理運営・保守契約の契約に関わらず、無償修復を行うこと。
9 デジタルサイネージシステムの運用を開始するに当たり、必要となるコンテンツの配置等、デジタルサイネージの画面レイアウトの初期デザインを作成すること。
10 施工に際しては、モルモット舎建設工事に係る工事監理者及び施工者と十分な施工調整を図ること。また、施工に係るスケジュールは同工事監理者及び施工者と協議のうえ決定すること。

9. 機能要件 
1 運用においては、動物園事務所、美術館事務所、市観光おもてなし課の管理用パソコンからコ
ンテンツ（文字、画像、動画）のレイアウト、更新、表示スケジュールを制御できること。
なお、配信内容に応じては個別配信できるようにすること。
2 本市が取得した動画ファイル（mp4、mov）及び静止画ファイル（JPEG、PNG）又はPDF フ
ァイルをデジタルサイネージシステムで配信できるようにすること。
3 本市が指定する WEB サイト（市公式サイト大牟田Oneplate等）と連携し、 URL を指定してデジタルサイネージ上で表示、閲覧できること。
4 災害等にはすべてのデジタルサイネージ上で緊急情報を多言語（日本語・英語）で割込み配信が可能とすること。

10. [bookmark: _Hlk217651910]サポート体制等 
(1) 問合せ対応 
職員からの操作方法等に関する問い合わせに、電話またはメール等により速やかに対応すること。 問い合わせ対応時間は次のとおりとする。 
1 電話による受付時間
土日・祝日及び年末年始を除く平日の午前９時から午後５時とする。ただし、受託者が定める休日は受付時間から除いても差し支えない。 
2 電子メールによる受付時間 
２４時間３６５日とする（平日・休日を問わない）。 
 
(2) 保守サービス 
1 保守対応 
端末(STB)不具合時、リモートによる保守対応を速やかに行うこと。
2 機器のリコール等への対応 
納入した機器についてリコールなどが発生した場合、受託者は委託者に報告の後、改修作業の調整を行うものとする（検査合格後一年以内に設備及び機器等に瑕疵があることが判明した場合は、委託者からの要請に応じて受託者は、無償で設備及び機器等の修正、補修、交換等の処置を講じること）。 
3 障害発生時の対応 
デジタルサイネージの障害発生時には、所定の手続き（内容については協議にて決定する。）に従い障害復旧までの管理を実施すること。 


11. 稼働、セキュリティ、引継ぎ要件 
（1） 稼働要件 
本システムは原則２４時間３６５日稼動可能なものとし、放映端末ごとに放映開始時刻及び放映終了時刻を設定できること。また、電源のオンオフについても時刻設定により管理できること。なお、事前に周知した上で、メンテナンス等のために一時的にサービスを停止することは許容する。ただし、平常時の日中時間帯はサービスを提供できること。 
（2） セキュリティ要件 
システムログイン及びユーザアカウント発行時においてはTLS暗号化通信を行い、システム上の機密情報（ID・パスワード等）を含め暗号化した運用を行うこと。 
（3） 引継ぎ要件 
本業務の契約履行期間の満了、全部若しくは一部の解除、又はその他契約終了事由の如何を問わず本業務が終了となる場合には、受託者は市の指示のもとシステムのサービス提供終了日までに、市が継続してシステムの操作を行えるよう必要な措置を講じ新規システム提供事業者に移行する作業の支援を行うこと。 
また、引き継ぐべき業務内容について、業務引継書を作成し市に提出すること。 
 
12. その他 
(1) 成果品 
マニュアル等の納品書類、提出する成果品は以下のとおりとする。紙媒体及び電子媒体で必要部数納品すること。 
なお、提出後に成果品に訂正事項が生じた場合は委託者の指示に従い、速やかに訂正の上再提出すること。 
1 業務完了報告書 １部 
2 業務実施計画書（実績） １部 
3 打ち合わせ協議簿 １部 
4 納品物件写真帳 １部 
5 設定・操作運用マニュアル 3部 
6 各機器取扱説明書 １部 
7 その他、運用保守にあたり必要な文書 
 
【成果品の納入場所】 
〒８３６－８６６６
福岡県大牟田市有明町２丁目３番地
大牟田市役所３Ｆ 産業経済部観光おもてなし課 



(2)  留意事項 
1 受託者は本事業を遂行するにあたり、関連の法令（民法、刑法、著作権法、不正アクセス行為の禁止に関する法律等）及び条令並びに本仕様書を遵守するとともに、委託者の意図及び目的を十分に理解した上、適正な人員を配置し、正確に業務を行わなければならない。 
2 本事業の遂行にあたっては、委託者と十分に協議を行い、委託者の意見や要望を取り入れながら実施すること。また、庁内部署や他団体との調整が必要になった場合、調整が円滑に行われるよう、都度、委託者と協議しながら進めること。 
3 受託者は、業務の進捗状況について、定期的に報告を行わなければならない。
4 委託者は、受託者の業務遂行に必要な資料の収集に協力することとする。受託者は委託者から提供された資料等については、本業務以外の目的に使用してはならない、また貸与資料等は業務完了後速やかに委託者に返還しなければならない。 
5 本事業及び本業務の実施に関する業務（他の契約に基づくものを除く。）の実施にあたり発生した費用は、本業務委託契約金額内で対応するものとする。 
6 受託者は、本業務の実施に関する書類や会計帳簿等を整備し、事業完了後においても５年間保存すること。 
7 本仕様書に定めのない事項又は疑義の生じた事項については、その都度、受託者と協議して定める。 
8 本事業遂行中に受託者が委託者並びに第三者に損害を与えた場合は、直ちに委託者にその状況及び内容を連絡し、委託者の指示に従うものとする。損害賠償当の責任は受託者が負うものとし、速やかに処理するものとする。 
9 受託者は、業務の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることができない。ただし、委託者が必要と認めた場合は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせることができる。 
10 市及び第三者機関などによる監査・検査等が実施される場合は、市の指示に従い資料作成・実地調査・質疑応答などに対応すること。 
11 市が導入するシステムに関して、情報提供を求めた場合はこれに応じること。ただし、その情報が受託者の不利益になる場合は適宜協議を行う。 

13. 個人情報の取扱いにおける遵守事項 
（1） 個人情報の使用及び管理 
収集した個人情報の使用の管理は、厳重かつ適正に行うこと。なお、本業務を適正に遂行するために、臨時職員の雇用又は業務の再委託を実施する場合は、市へ書面にて報告し承諾を得るとともに、臨時職員及び再委託先に対しても、個人情報の適正な使用及び管理が行われるよう監督するものとする。 
（2） 個人情報の記録の複写及び複製の禁止収集した個人情報を含むすべての記録については、システム障害時の復旧用を除き、いかなる形態でも複写及び複製してはならない。 
（3） 個人情報の委託目的以外の使用及び第三者への提供の禁止 
収集した個人情報については、本業務の遂行以外には利用してはならない。また、本業務の遂行に関係のない第三者に対して提供してはならない。 
（4） 個人情報の記録の適正な使用、保管及び搬送 
収集した個人情報の使用、保管及び搬送にあたっては、善良な管理者としての注意義務に従い細心の注意を払って行わなければならない。 
（5） 収集した個人情報の移転 
収集した個人情報は、市が指定する方法により廃棄しなければならない。 
（6） 事故発生時の報告及び対応 
万一、収集した個人情報の漏洩や流出、使用目的以外の利用が認められた場合は、速やかに市へ文書で報告するとともに、その後の措置は、市の指示に従わなければならない。また、受託者の責に起因する事故により、第三者から本市が損害賠償を請求されたことによる係争費用及び判決により発生した弁償額は、受託者が負担しなければならない。 
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2 
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②
①
(別紙)デジタルサイネージ設置候補箇所
1 動物園入り口（屋外固定式）　　　　　　　　　　②新モルモット舎予定地（屋内固定式）
③レクチャールーム内（屋内キャスター移動式）　     ④新レッサーパンダ舎予定地（屋内キャスター移動式）
⑤ともだちや絵本美術館前（屋内キャスター移動式） ⑥キリン舎休憩テント内（屋外固定式）
⑥
⑤
④
③
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